
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内長野市営斎場金剛霊殿 

指定管理者募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内長野市 環境政策課 

 

 

 

 

 

 



【目 次】 

 

 

１  指定管理者募集の目的      ・・・・・・・・・・・・・・・     １ 

２  施設の概要                     ・・・・・・・・・・・・・・・     １ 

３  指定管理者の業務の範囲         ・・・・・・・・・・・・・・・     １ 

４  特別提案                       ・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

５  指定管理者の指定予定期間       ・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

６  応募資格            ・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

７  失格事由                       ・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

８  施設の管理運営         ・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

９  指定管理料                     ・・・・・・・・・・・・・・・     ７ 

１０ 選定のスケジュール       ・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

１１ 提出を要する書類        ・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

１２ 書類の提出方法                ・・・・・・・・・・・・・・・  １０ 

１３ 申請に当たっての注意点         ・・・・・・・・・・・・・・・  １０ 

１４ 説明会                   ・・・・・・・・・・・・・・・   １１ 

１５ 質問の受付と回答等       ・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

１６ 選定の方法と結果の公表         ・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 

１７ 指定の手続き                   ・・・・・・・・・・・・・・・  １２ 

１８ 協定の締結                  ・・・・・・・・・・・・・・・  １２ 

１９ 指定の取消し等         ・・・・・・・・・・・・・・・  １３ 

２０ 次期指定管理者への業務の引継ぎ  ・・・・・・・・・・・・・・・  １３ 

２１ 損害賠償保険等への加入          ・・・・・・・・・・・・・・・  １４ 

２２ 審査基準            ・・・・・・・・・・・・・・・  １４ 

   別紙１             ・・・・・・・・・・・・・・・  １６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

１ 指定管理者募集の目的 

 河内長野市営斎場金剛霊殿（以下「斎場」という）は、火葬を目的に整備された施設です。 

 斎場は平成28年 10月より指定管理者制度を導入し、これまで市民ニーズに対応したサービ

ス水準の向上と、より柔軟な斎場の管理運営を進めてきており、引続き指定管理者制度により

管理運営主体を募ることとします。 

 

２ 施設の概要 

 (1) 名  称    河内長野市営斎場金剛霊殿 

    所 在 地  河内長野市天野町1304番地の3 

      建物概要    構  造：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造（庇）耐火建築物 

          敷地面積：20,739㎡ 

          建築面積：1,870.90㎡ 

          延床面積：2,423.53㎡ 

          主要設備：火葬炉（人体炉6基、動物炉1基） 

               バグフィルター、触媒装置 等 

          主要施設：本棟  告別収骨室4室、待合室4室、霊安室、待合ロビー 等 

               駐車場 マイクロバス4台、障がい者等用4台 

                   来場者用40台 

 (2) 根拠条例   河内長野市営斎場条例（昭和48年 6月 30日 河内長野市条例第23号。以

下「条例」という。） 

 (3) その他     施設図面は（資料1）斎場1F 2F図面、（資料2）斎場全体図面のとおり。 

 

３ 指定管理者の業務の範囲 

 具体的な業務内容については、【河内長野市営斎場金剛霊殿管理業務仕様書】を参照してくだ

さい。 

 また、業務の全部又は主要な業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできませ

ん。業務の一部を委託する場合、事前に委託又は請負先を本市と協議いただきますが、この場

合に生じる費用の負担、再委託業務の際に第三者に生じた損害への賠償等は、指定管理者が行

います。なお、委託の内容に変更が生じる場合は、事前に市と協議することとします。 

 (1) 斎場の使用に関すること 

  ① 斎場使用許可業務（使用の制限を含む。） 

  ② 受付対応業務（夜間の受付対応業務を含む。） 

  ③ 使用料等徴収業務 

 (2) 火葬に関すること 

  ① 火葬設備運転管理業務 

  ② 火葬運営業務（人体、胞衣汚物及び死獣の火葬を含む。） 

  ③ 残骨灰、集じん灰処理業務 

  ④ 火葬簿等作成業務 

  ⑤ 証明書等発行業務 
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 (3) 建物及び附属設備の維持保全等に関すること 

  ① 各設備の運転監視及び保安業務 

  ② 建物及び管理衛生業務 

  ③ 植栽、外構管理業務 

  ④ 備品管理及び消耗品補充業務 

 (4) その他斎場の管理に関すること 

  ① 斎場経営マネジメント業務 

  ② 斎場の警備業務 

  ③ 業務日誌、月報の作成及び報告業務 

  ④ 利用者調査業務 

 

４ 特別提案 

 特別提案は、基本的な施設の維持管理や運営を超えて、利用者視点に立った利便性の向上を

図ることを目的に応募者から提案をいただくもので、候補者選定の重要な審査対象項目です。 

 特別提案を検討するにあたっては、民間の同様な施設では行われているのに公共の施設では

行われていないサービスなど、利用者の視点で提案してください。これについては、「様式4-5 

特別提案について」にて記載の上、提案してください。 

 なお、最終的に特別提案を採用するかどうかは、市と応募者（提案者）の協議の上で、協定

書締結までに決定するものとします。 

 

５ 指定管理者の指定予定期間 

 令和9年4月 1日から令和14年 3月 31日まで（5年間） 

 ただし、市長が管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消すこと

があります（指定期間開始前を含みます。）。この場合、指定管理者への本市の損害賠償責任は

発生しないものとします。また、取消しに伴う市の損害について、指定管理者に損害賠償を請

求することがあります。 

 

６ 応募資格 

 (1) 資格要件 

   法人その他の団体又は複数の団体により構成されるグループであって、以下の要件を満た

す団体とします。 

   ① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定により、河内長野市

の入札に参加できない民間企業等でないこと。 

  ② 直近3年度間において、国税、都道府県税又は市町村税を滞納していないこと。 

  ③ 労働保険（雇用保険、労災保険）又は社会保険（健康保険、厚生年金）に加入してい

ること。 

  ④ 代表者が破産者で復権を得ていない団体でないこと。 

  ⑤ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

  ⑥ 民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。 
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  ⑦ 金融機関の取引停止処分を受けていないこと。 

  ⑧ 代表者が成年被後見人又は被保佐人若しくは未成年者である団体でないこと。 

  ⑨ 代表者が拘禁刑（懲役及び禁錮を含む。）に処せられその執行が終わらない者又は執行

猶予期間中の者である団体でないこと。 

  ⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2

項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

  ⑪ 河内長野市から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規

定による指定の取消を受け、取消の日から１年を経過しない団体でないこと。 

  ⑫ 地方自治法第９２条の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条

の５第６項の規定に抵触する団体でないこと（いわゆる兼業禁止規定を準用） 

  ⑬ 市の提案協議の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した団体でないこと。 

  ⑭ 団体がいわゆる権利能力なき社団に当たる場合、その代表者が、法律行為を行う能力

を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

   ⑮ 施設の管理運営に必要な資格等を有していること（防火管理者・危険物取扱者等）。 

  ⑯ 斎場と同規模又はそれ以上の規模の火葬場を管理運営した実績があること。 

  ⑰ 河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条第2項に該当し

ない団体であること。 

 (2) 応募者の形態 

  2つ以上の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、下記に定める内容をすべて満

たす必要があります。 

  ① 複数の法人等が共同事業体を構成して応募する場合は、その代表者には斎場の管理運

営経費の負担比率が50％を超える法人等の代表者が就任し、業務の遂行に責任を負うこ

と。 

  ② 本募集において、同時に他の応募共同事業体の構成団体とならないこと。 

  ③ 本募集において、単独での応募者は同時に他の応募連合体に属さないこと。 

  ④ 各構成団体のいずれもが上記(1)の①～⑰の条件を満たしていること 

 

７ 失格事由 

 指定管理者指定申請書提出時点から指定を受けるまでの間に、次の各号のいずれかに該当し

た場合は失格とし、選定審査の対象から除外又は指定管理予定者としての地位を失います。な

お、指定管理予定者が失格となった場合は、審査順位が次順位の者が指定管理予定者となりま

す。 

 (1)提出書類に虚偽の記載があった場合 

 (2) 提出期間内に申請書類等が提出されなかった場合 

 (3) 申請に際して不正行為があった場合  

(4) 本要項に違反又は著しく逸脱した場合 

 (5) 指定管理料が上限額を上回った場合 

 (6) 申請後、欠格事由に該当することが確認できた場合 
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(7) 選定委員等に対して、本件募集についての接触の事実が認められた場合 

 (8) 選定審査に関する照会、要求等を申し入れた場合 

  (9) その他不正・不誠実な行為があった場合 

 

８ 施設の管理運営 

 (1) 管理運営方針 

  ① 基本方針 

   ア 接遇、市民サービスを第一とした施設管理運営に配慮してください。 

   イ 民間のノウハウを幅広く活用し、経費の削減を図りながら、利用者が満足を得るこ

とができるサービスの提供等を行ってください。 

   ウ 市の葬儀習慣や市民感情にそぐわないと判断した場合、管理運営上問題が生じる恐

れがあると判断した場合等は、本市職員からの是正の指示に従っていただく場合があ

ります。 

  ② 維持管理方針 

   ア 指定管理者は、利用者が快適かつ安全に斎場を利用できるよう、火葬に係る設備だ

けでなく、その他の備品、消耗品、建物、附属設備等についても良好な状態を保ち、

管理を行ってください。 

 (2) 管理における基準 

   ① 開場日時 

   ア 休場日は、1月1日及び1月2日とします。 

   イ 開場時間は、午前9時から午後6時としますが、火葬受付時間は原則として午前11

時から午後4時までの間とします。ただし、これに係る業務及び火葬炉の運転準備、

火葬後の清掃、翌日の運転準備等開場時間外に業務が必要となる可能性があります。

また、収骨については火葬当日の実施を原則とします。 

   ウ 天災その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休場日

の変更や臨時の休場日を定めることが可能です。 

  ② 個人情報の保護及び管理 

   ア 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項第2号に基づき、斎場を

管理運営するに当たって取り扱われる個人情報保護のために必要な措置を講じてくだ

さい。 

  ③ 情報の公開 

   ア 指定管理者は、河内長野市情報公開条例（平成9年河内長野市条例第2号）の趣旨

を踏まえ、施設管理に関する情報の公開に努めてください。 

   イ 指定管理業務に関わり作成され、本市に提出された文書は、本市が保有する公文書

として情報公開請求の対象となります。ただし、指定管理業務に関わり作成されたも

ののうち、本市が所有していない文書については、本市は、指定管理者に当該文書を

提出するよう求めることができ、指定管理者はこれに応じてください。 

   ウ 指定管理者は、指定管理業務に関し作成した文書等を適正に管理することとし、指

定期間終了時に本市の指示に従って保管文書等を本市に引き渡すこととします。 
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  ④ 法令等の遵守 

   斎場の管理運営を行うに当たって、次の法令等を遵守してください。 

    ア 地方自治法及び施行令 

   イ 墓地、埋葬等に関する法律 

   ウ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

   エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

   オ 電気事業法 

   カ 消防法 

   キ 河内長野市営斎場条例及び施行規則 

   ク 河内長野市手数料徴収条例 

   ケ 個人情報の保護に関する法律 

   コ 河内長野市情報公開条例 

   サ 河内長野市暴力団排除条例及び施行規則 

   シ 河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

   ス 指定管理者制度導入施設におけるモニタリング導入指針 

   セ 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針 

   ソ 本要項、市と斎場の指定管理者で締結する協定、これらの規定に基づく本市の指示 

   タ その他斎場の管理運営を行うに当たり遵守すべき法令等（労働関係法令や設備関係

法令等） 

⑤ リスク分担 

   指定期間内における主なリスクについては、以下の負担区分を基本として対応するもの

とします。またリスク分担表に定めのないものについては市と指定管理者で協議するもの

とします。 

〇印が、リスク負担者 
  

リスクの種類 内 容 
負 担 者 

市 指定管理者 

法令等の変更 
指定管理者が行う管理運営業務に影響を及

ぼす法令等の変更(注 1) 
協議事項(注 1)のとおり 

物価変動 

指定後のインフレ及びデフレ、原材料費の

変動等（光熱水費のうちガス、電気に係る

ものを除く。） 

  ○ 

人件費に係るもの 協議事項 

光熱水費のうちガス、電気に係るもの 別紙１のとおり 

金利変動 指定後の金利の変動   ○ 

不可抗力 
自然災害及び新型インフルエンザ等感染症

発生による業務の変更、中止、延期(注 2) 
(注 2)のとおり 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減   ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況   ○ 
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運営費の膨張 
市の働きかけ以外の要因による運営費の膨

張 
  ○ 

施設損傷 

施設、附属設備、器具備品等の損傷(注 3) (注 3)のとおり 

指定管理者の管理運営に重大な瑕疵がある

場合の火災等事故 
  ○ 

損害賠償 

施設、附属設備、器具備品等の不備による

事故 

協議 

(注 4)のとおり 

維持管理上の瑕疵による事故(注 4)   ○ 

運営リスク 

施設、附属設備、器具備品等の不備又は火

災等の事故による臨時休館等に伴う運営リ

スク 

協議事項(注 5)のとおり 

維持管理上の瑕疵による臨時休館等に伴う

運営リスク 
  ○ 

  (注1)変更内容の程度により対応が異なることが予想されるため、その都度協議することとしま

す。  

  (注2)自然災害等不可抗力への対応  

   ・建物･設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じます。  

   ・復旧可能な場合、その復旧に要する経費は指定管理者と協議します。  

   ・市は指定管理者に対する休業補償は行いません。  

   ・指定管理者が通常行われるべき注意義務を怠った場合に発生した損害に関しては、指定管

理者の負担とします。  

  (注3)サービス提供に伴う施設、附属設備、器具備品等の損傷リスクへの対応  

   ・指定管理者が善良に管理する注意義務を怠った場合を除き、施設の基幹部分は市が負担す

ることとし、それ以外の部分については、指定管理者がそのリスクを負うものとします。

なお、指定管理者が善良に管理する注意義務を怠ったことに起因して損傷が発生した場合

は、指定管理者がそのリスクを負うものとします。軽微な修繕については、１件５０万円

を目途に、指定管理者の費用と責任において計画的に実施するものとします。ただし緊急

を要する修繕により１件５０万円以上の費用が必要となる場合においては、協議の上、実

施内容等を決定するものとします。 

   ・基幹部分とは、建物本体(壁､柱､床､梁及び階段で構造上重要な構造物をいう。)及び設備機

器をいいます。 

   ・施設運営に関わる必要な消耗品は指定管理者において適宜補充･交換を行ってください。  

  (注4)維持管理上の瑕疵による事故への対応  

   ・原則としてその事由を発生したものが責任を負うこととします。ただし、市が特別な事情

があると認めたときは、免責することができるものとします。また、指定管理者の責めに

帰すべき事由で、市が賠償した場合、市は指定管理者に求償ができるものとします。  

   ・維持管理上の瑕疵による事故や事業実施中の事故等、指定管理者の責任において生じた賠

償責任については、指定管理者の責任において賠償・補償を行うこととなるため、指定管
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理者はリスクに応じた保険に加入し、当該保険により対応してください。 

(注 5) 施設、附属設備、器具備品等の不備又は火災等の事故による臨時休館等に伴う運営

リスクへの対応 

   ・施設、附属設備、器具備品等の不備又は火災等の事故による臨時休館等に伴う運営リ

スクによるリスク負担は人件費や、施設の維持管理に関する費用等とし、光熱費は休

館の有無にかかわらず別紙１のとおりとします。 

 

  ⑥ 備品、物品等 

   ア 指定管理者に貸与する備付けの備品物品等は、別表2「備品・物品等一覧」のとお

りとしますので、適正な管理を行ってください。 

   イ 施設機能として必要な備品については、指定管理料により指定管理者が備品等を購

入した場合（経年劣化等による更新を含む。）についても、市に帰属するものとします。 

    この場合において、指定管理者は、あらかじめ市と協議を行うものとします。 

   ウ 指定管理者は、その負担において任意に備品等を調達、購入し業務に供することが

できるものとします。指定管理者が任意調達した備品については、指定管理期間終了

時に、指定管理者が自己の費用及び責任により撤去することとします。ただし、市が

特に撤去することが適当でないと判断したものについては、この限りではありません。 

   

 

９ 指定管理料 

 指定管理料は、市と指定管理者の協議により、毎年度締結する年度協定書において定めます。

指定管理料の額は、支出見込額（管理運営業務に要する経費）とし、原則として指定管理者か

ら申請の際に提案された額を上限とし、増額は認められないものとします。 

 また、指定管理料の見積に当たっては、消費税等は現行税率（10％）を基に算定してくださ

い。ただし、各年度協定書に定める指定管理料の額の決定時に、当該年度に適用すべき税率を

基に再度算定し、協議の対象額とします。 

 (1) 使用料及び事務手数料等の徴収事務等 

   斎場は地方自治法第244条の2第 8項に定める利用料金制度を採用していません。施設使

用等にかかる使用料等は市の収入になります。使用料の徴収事務に関しては、地方自治法施

行令第158条第1項第1号に基づき、これを指定管理者に委託します（別途委託契約を締結

します。）。 

  (2) 提案額の上限額 

  市が支払う費用（指定管理料）については、３１４,３２０千円（5年間合計）を上限とし

ます。 

  なお、市が指定管理者に対して支払うこととなる総額については基本協定書で、単年度ご

との管理経費の総額については、年度協定書で明示することとします。（基本協定書で定めた

指定期間中の管理経費の総額については、原則として増額されることはありません。事業計

画及び収支計画立案の際には注意してください。） 
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１０ 選定のスケジュール 

 

1 募集の周知及び募集要項の配布 令和８年７月１日～８月２８日 

2 説明会 令和８年７月１７日 

3 質問の受付 令和８年７月１７日～７月２４日 

4 質問の回答 令和８年７月３１日 

5 申請書類の受付 令和８年８月２１日～８月２８日 

6 選定結果の通知及び指定管理者の候補者

の公表 
令和８年１０月中旬（予定） 

7 指定管理者の指定 令和８年１２月下旬（予定） 

8 協定締結 令和９年１月（予定） 

 

 

１１ 提出を要する書類 

 以下の書類に記載された個人情報は、河内長野市暴力団排除条例に基づき、警察への照会に

使用することがあります。なお、申請書類は A４ファイルに綴じたもので、ページ番号の記載、

項目ごとのインデックスの貼付等分かりやすいものにしてください。 

 (1) 指定に係る書類 

 提出書類 注意事項 様式番号 

1 指定管理者指定申請書 指定の様式に必要事項を記入してください。 様式第1号 

 

（２）申請団体に係る書類 

 提出書類 注意事項 様式番号 

1 指定申請に関する宣誓

書 

印鑑は7「印鑑証明書」と対応するもの 

（グループ申請の場合は構成員全て連名） 

様式第2-1号 

2 法人等団体の概要 指定の様式に必要事項を記入 様式第2-2号 

3 協定書兼委任状 グループ申請の場合のみ 様式第2-3号 

4 役員の名簿及び履歴書 最新のもの 任意（※1） 

5 定款 最新のもの（非法人で未作成の場合は、これら

に類するもの（団体の規約等）） 

任意 

 

6 登記事項全部証明書 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの（非法人

にあっては、これに該当するもの） 

任意 

7 印鑑証明書 申請日前3ヶ月以内に発行されたもの（非法人

にあっては、代表者の印鑑証明書） 

任意 
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8 法人税、消費税及び地

方消費税の納税証明書 

過去3年分 任意 

9 事業報告書等 指定管理者の指定を受けようとするものの従

業員の数、資本の額、その他経営の規模及び状

況等がわかる以下のもの 

①過去3年間の事業報告書 

②過去3年間の貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書、個別注記表（法人以外の団

体にあっては、申請書類を提出する日の属する

事業年度の収支予算書及び過去3年間の収支

決算書） 

③過去3年間の法人税確定申告書（別表一、別

表四、別表五㈠及び五㈡） 

任意 

10 公正採用選考人権啓発

推進員選任（異動）報

告書の写し 

 

「大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要

綱」又は「大阪労働局公正採用選考推進員設置

要綱」に基づき、一定規模の事業所に該当する

場合は、最新の公正採用選考人権啓発推進員選

任（異動）報告書の写し 

※2 

11 障害者の雇用の促進等

に関する法律第43条

第5項に規定する報告

書の写し 

雇用する労働者の数が常時、障害者の雇用の促

進等に関する法律施行規則（昭和51年労働省

令第38号）第7条で定める数以上である事業

主である場合は、障害者の雇用の促進等に関す

る法律（昭和35年法律第123号）第43条第5

項に規定する報告書の写し 

※2 

※1 役員の名簿及び履歴書には、性別、氏名のふりがな、住所、生年月日を記載すること。 

※2 該当しない場合など、報告書の提出ができないときは、その理由を別途任意の様式にて提

出すること。 

 

 (3) 事業実績に係る書類 

 提出書類 注意事項 様式番号 

1 同種施設の管理運営実

績 

同種施設の管理運営実績、施設の管理運用に

資する能力・ノウハウ等について記載してく

ださい。 

様式第3号 

 

 

 (4) 事業計画に係る書類 

 提出書類 注意事項 様式番号 

1 平等利用の確保 施設の運営が、住民の平等利用を確保するた 様式第4-1号 
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めの考え方等を記載して下さい。 

2 事業の具体的な提案 施設の設置目的に整合した取組み、サービス

の向上に向けての考え方等を記載して下さ

い。 

様式第4-2号 

3 管理経費の縮減 収支計画書及び具体的な経費節減の取組みに

ついて記載して下さい。 

様式第4-3号 

4 管理運営体制 管理運営に必要な能力を備えた職員配置、研

修計画、人権、障がい者雇用、個人情報、情

報公開に関すること、環境への配慮、利用者

の安全確保などの取組みについて記載して下

さい。 

様式第4-4号 

5 特別提案 利用者視点に立った利便性の向上を目指した

取り組みについて、記載して下さい。 

様式第4-5号 

 

 

１２ 書類の提出方法 

 (1) 受付方法 

  事前に電話連絡の上、河内長野市役所5階 環境政策課まで持参してください。 

   （送付、FAX、電子メール等による受付は行いません。） 

  (2) 受付期間 

  令和８年８月２１日（金）～令和８年８月２８日（金） 

   （ただし、日曜日及び土曜日、祝日を除きます。） 

 (3) 受付時間 

  午前9時から午後4時30分まで（正午から午後1時までを除きます） 

 (4) 提出部数 

  正本１部、副本１０部（副本は複写可）の計１１部 

 

１３ 申請に当たっての注意点 

 (1) グループ申請の場合 

  代表者を定めることとします。なお、申請後における代表者及び構成団体の変更は原則と

して認めません。 

 (2) 申請書類の取扱い及び申請上の留意点 

  提出された申請書類の返却は行いません。また、申請者は申請書類の提出をもって、本要

項の記載事項を承諾したものとみなします。 

 (3) 申請書類の著作権 

  提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、選定結果を公表する場合、

選定に必要である場合等に、本市が書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

なお、申請書類は情報公開請求の対象となり、公開が原則となります。 
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 (4) 費用負担 

  申請に要する経費については、申請者の負担とします。 

 (5) 再提出等の禁止 

  提出した申請書類の再提出はできません。また、本市が補正を求めた場合を除き、原則と

して申請書類の修正は認めません。 

 (6) 資料の取扱い 

  市が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。また、検討

の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させるこ

と、内容を提示すること等を禁じます。 

 

１４ 説明会 

 申請予定者に対して、次のとおり説明会を開催します。 

 (1) 日時 

  令和８年７月１７日（金） １０時３０分より 

  (2) 場所 

  河内長野市役所 ８階 ８０１西会議室 

  (3) 参加申込 

  説明会参加申込書（様式第5号）を郵送、FAX又は電子メールにより、下記までお知らせ

ください。 

   〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 

    TEL 0721-53-1111（代表）   FAX 0721-56-3160 

       Eメール kankyouhozen@city.kawachinagano.lg.jp 

 (4) 注意事項 

   参加者数は一申請団体につき2名までとさせていただきます。 

 

１５  質問の受付と回答等 

  (1) 質問の受付 

  申請に関する質問がある場合は、質問票（様式第6号）にて令和８年７月１７日（金）よ

り受付を開始し、令和８年７月２４日（金）午後5時までに、電子メールにより環境政策課

（kankyouhozen@city.kawachinagano.lg.jp）へ質問してください。来訪、電話等による質問

は受け付けません。 

  (2) 質問の回答 

  質問者には電子メールで回答します。併せて市ホームページで公表します。 

 

１６  選定の方法と結果の公表 

  (1) 選定の方法 

 河内長野市公の施設指定管理者選定委員会において、河内長野市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例第３条各号の全てに該当する者のうちから、２２ 審査基準により、

市営斎場の管理のために必要な能力及び実績、提案内容等を総合的に審査し、最も適当な団体

mailto:kankyouhozen@city.kawachinagano.lg.jp
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を指定管理者予定者として選定します。 

 なお、申請者が１団体の場合は、候補者として適当であるかの判断を行います。 

［第１次審査］ 

 ①第１次審査は書類審査とします。事務局で申請資格、欠格事由及び失格事由について審査

を行い、適格、不適格・失格の判定を行うものとします。ただし、判断が困難な事項について

は、選定委員会において審議のうえ判断します。 

②第１次審査の結果については、令和８年９月中旬に、申請書に記載された所在地に文書で

通知するものとします。 

［第２次審査］ 

 ①第１次審査通過団体を対象に選定委員会において、書類審査及びヒアリングを行い、最優

秀者１者、次点者１者を選定します。ヒアリング時の説明は事前に提出された申請書により実

施すること（当日の追加資料等持込不可）。なお、選定結果についての問合せ、異義申し立ては

一切受け付けしません。 

 ②第２次審査の結果、複数の団体の総合得点が同点となった場合は、選定委員会において審

議を行い、提案内容、実現可能性その他の事項を総合的に勘案して、指定管理者予定者を決定

するものとします。 

  (2) 結果の公表 

 指定管理者の選定結果は、申請団体へ通知するほか、市ホームページで公表します。（令和８

年１０月中旬を予定しております。）。なお、選定結果に関する問合せ、不服申立て等は一切受

け付けません。 

 

１７ 指定の手続き 

 (1) 候補者は、市との優先交渉権を有しますが、交渉の過程において協議が成立しない場合、

その他候補者が指定管理者として管理運営を行うことが困難となる事情が生じた場合は、

市は、次点候補者と協議を行います。 

 (2) 候補者は、市との協議が整った後、議会の議決を経て、指定管理者として正式に指定さ

れます。なお、市議会での議決が得られない場合又は議決を得るまでの間に候補者を指定

管理者として指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、当該候補者

を指定管理者として指定しません。この場合において、候補者が応募に関して負担した費

用及び管理運営の準備のために負担した費用については、市は一切補償しません。 

 (3) 指定管理者の指定を受けた団体が、正当な理由なく協定の締結に応じない場合、管理運

営を開始するまでの間に指定管理者としての業務の履行が確実でないと見込まれることと

なった場合、著しく社会的信用を失うに至った場合、その他指定管理者としてふさわしく

ないと認められる場合は、市は指定を取り消すことがあります。 

 

１８  協定の締結 

 指定管理者と本市は、協議のうえ、次の事項について協定を締結するものとします。 

また協定には、全指定期間をとおして効力を有する「基本協定書」と単年度ごとに締結する「年

度協定書」があります。 
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  (1) 基本協定書 

  ① 指定期間に関する事項 

  ② 使用の許可等に関する事項 

  ③ 使用料に関する事項（使用料の収納事務については、別途委託契約を締結します。） 

  ④ 管理運営業務に従事させる者の職種、人数及び職務の内容 

  ⑤ 市が払うべき経費に関する事項 

  ⑥ 個人情報の保護のために講ずる措置の内容 

  ⑦ 情報公開に関する事項 

  ⑧ 指定管理者が費用及び危険を負担する範囲 

  ⑨ 施設の利用者等の苦情解決の措置の概要 

  ⑩ 災害・事故等緊急時の対応に関する事項 

  ⑪ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

  ⑫ 次期指定管理者への引継ぎに関する事項 

  ⑬ 事業計画書に関する事項 

  ⑭ 事業報告書に関する事項 

  ⑮ モニタリングに関する事項 

  ⑯ その他市長が必要と認める事項 

  (2) 年度協定書 

   ① 当該年度の業務予定 

  ② 当該年度の指定管理料 

  ③ 指定管理料の支払方法 

  ④ 当該年度の休場日 

 

１９ 指定の取消し等 

  市は、次のいずれかに該当する場合には、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定め

て、業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。また、指定の取消しによって市に

損害が生じた場合は、指定を取り消された指定管理者は、市に対して賠償責任を負うものと

します（当該指定の取消しが市の責に帰するものを除く。）。 

 (1) 指定管理者が、規則、条例、協定書及び関係法令に違反したとき 

 (2) 指定管理者が、会葬者や葬儀業者等から、金品を受領したとき 

 (3) 指定管理者が正当な理由なく事業を履行しないとき、又は指定期間中に履行する見込み

がないと市が判断したとき 

 (4) 指定管理者が事業の履行にあたり市の指示に従わず、又はその職務の執行を妨げたとき 

 (5) 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難

と判断されるとき 

 (6) 当該施設を公の施設として廃止するとき 

 (7) その他市が当該指定管理者が管理を継続することが適当でないと認めるとき 

  

２０  次期指定管理者への業務の引き継ぎ 
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 (1) 指定管理者は、次期指定管理者が円満かつ支障なく業務を遂行できるよう、市が必要と

認める引継ぎ業務を実施してください。 

 (2) 次期指定管理者の選定にあたり、市の求めに応じて現地説明、資料の提供等、必要な協

力を行ってください。 

 (3) 従業員を新規に雇用する場合は、可能な限り公共職業安定所（ハローワーク）等を通じ

て、河内長野市民を雇用してください。また、現在の市営斎場職員のうち、雇用を希望す

る者については、優先して雇用してください。 

 (4) 次期指定管理者への引継ぎに要する経費は、原則として、現指定管理者の負担とします。 

 

２１  損害賠償保険等への加入 

  施設の管理上の瑕疵に起因する事故や事業実施中の事故等、指定管理者の責任において生

じた損害賠償責任については、指定管理者の責任において賠償・補償を行うこととなるため、

必要な保険に加入し、当該保険により対応してください。 

  また、施設の安定的な運営の確保のため、履行保証保険を付保してください。 

 

２２ 審査基準 

審査項目と審査のポイント 配点 

１．平等利用の確保   

事業計画による施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるもので

あること（手続条例第３条第1項第１号） 

・住民の平等利用の確保に対する姿勢が適切である。 

・高齢者や障がい者に対する配慮がされている。 

確保及び

配慮がさ

れない場

合は失格 

２．事業の具体的提案 30 

事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること（手続条

例第３条第１項第２号） 

・施設の設置目的に整合した効果的な運営が提案されている。 

・施設利用者への満足が得られるための具体的サービス、手法や期待される効

果が提案されている。 

・施設利用者の要望の把握、苦情の対応の処理方法の体制が整っている。 

  

３．管理経費の縮減 20 

事業計画の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること（手

続条例第３条第１項第２号） 

・５年間の管理運営について、事業計画と整合した現実的な収支計画がたてら

れている。 

・市の上限額以下の計画となっている。 

・具体的な経費節減の提案がある。 

  

４．管理運営体制 40 
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事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもので

あること（手続条例第３条第1項第３号） 

・管理運営に必要な能力を備えた職員配置等安定した運営体制が提案されてい

る。 

・管理を安定して行える財務状況である。 

・同種施設を良好に運営した実績がある。 

・個人情報保護等に関する考え方と具体的な取組みが提案されている。 

・環境への十分な配慮がなされた取組みとなっている。 

・利用者の安全確保、緊急時対応、災害時対応について具体的な取組みが提案

されている。 

  

５．特別提案 10 

利用者視点に立った利便性の向上を図ることを目的に提案をいただく。なお、

最終的に特別提案を採用するかどうかは、市と応募者の協議の上で、協定書締

結までに決定するものとする。 
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別紙１ 

光熱水費（ガス・電気）に係るリスク負担の考え方 

 

リスク負担イメージ図 

使用量

想定使用
量

想定下限使
用量 ③市へ返還

単価
想定下限単価 想定単価

一定の物価上昇率を毎年度加算

指定管理者負担

①市負担

市と指定管理者の
折半

 
＜イメージ図の見方＞ 

それぞれ想定使用量と想定単価を設定し、各年度において想定使用量を超えるものについて

は超えた部分の使用料金（1件あたりの使用量の増加分を除く）を市負担とします。ただし、

動物に係る火葬件数は算定に含まず人体のみとします。 

また各年度の想定単価は指定管理者において設定し、その設定された想定単価に下図のとお

り加算した単価を超える部分の使用料金は市と指定管理者で折半します。なお想定単価は想定

下限単価（ガス307円、電気32円）を下回らないよう設定してください。 

加えて想定下限使用量を設定し、それを下回る場合は下回った部分の使用料金について、市

へ返還することとします。各数値は下記のとおりとします。 

 

・想定使用量はガス39,840㎥、電気259,800kWhとし、火葬1件あたりガス使用量は23㎥、１

件あたり電気使用量は150kWhとします。想定火葬件数は1,732件（人体のみ）を想定していま

す。 

・想定下限使用量はガス32,730㎥、電気213,450kWhとし、火葬１件あたりガス使用量は23

㎥、１件あたり電気使用量は150kWhとします。下限火葬件数は1,423件（人体のみ）を想定し

ています。 

・初年度の想定単価は上記想定火葬件数等を参考に、想定下限単価を下回らないよう算出して

ください。また各年度において、前年の想定単価に1.7％を下図のように加算し基準単価を算

出します。実際の単価が基準単価を上回った部分の使用料金を市と指定管理者で折半します。 
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想定単価 単価

R10

R11

R12

R13

1.7%

3.4%

5.1%

6.8%

市と指定管理者で折半

加算分

想定単価加算のイメージ図 ※前年の想定単価に1.7％を加算したものを基準単価とする。 

 


